
 

 
 市では，夜間における犯罪を防止し，市民の安全を図るため，防犯灯の設置費及び

撤去費について補助をしています。 

 

１ 防犯灯設置補助について 

◎補助基準 

防犯灯の設置場所は，付近の防犯灯や照明設備から直線でおおむね５０ｍ以上離

れていること。 

※ただし，市長が防犯上必要と認めた場合は，この限りではありません。  

 

◎補助額 

 ①防犯灯新設 

設置箇所 
補助金限度額 

（LED 防犯灯） 

補助金限度額 

（LED 以外の防犯灯） 

既 設 電 柱 ３０，０００円 ２０，０００円 

新設ポール等 ５０，０００円 ４０，０００円 

②既存の防犯灯を LED へ交換…１灯あたり１５，０００円  

③既存の LED 防犯灯から新しい LED 防犯灯への交換…1 灯あたり２４，０００円 

 

２ 防犯灯撤去補助について 

 

（１）防犯灯の撤去 

◎補助基準 

・自治会等が所有する水銀灯，ナトリウム灯もしくはその他の防犯灯 

 ※蛍光灯・ＬＥＤ防犯灯の撤去費は対象外。 

・撤去及び処分費が，１灯あたり５，０００円以上するもの 

 ※水銀灯でも，５，０００円に満たない撤去工事は対象外。 

 

◎補助額 

・１灯あたり５，０００円（限度額） 

工事費の２分の１以内を補助。１０円単位の端数は切り捨て。 

 

（２）支柱の撤去（令和４年度から） 

◎補助基準 

・自治会等が所有する防犯灯を架設している支柱 

◎補助額 

・１灯あたり３０，０００円（限度額） 

 

 

防犯灯設置費等補助について  

裏面に続く（補助金手続きの流れについて） 



 

３ 防犯灯設置費等補助金手続きの流れ  

                                         

              

              

 

 

 

       

              

              

              

              

               

              

              

              

              

              

              

              

① 補 助 金 申 請 提出書類：①補助金等交付に係る申請書 

  ②配置図 

          ③見積書（コピー） 

※電柱番号を確認してください。 

② 交 付 決 定 通 知 

③設置・撤去工事開始 

④設置・撤去工事完了 

⑤ 請 求 書 の 提 出 

⑥ 補 助 金 の 交 付 

⑦実績報告書の提出 

市から申請者に交付決定通知書を郵送します。 

交付決定通知書受理後，設置・撤去工事を開始してください。 

工事完了後に業者へ工事代金をお支払いください。 

補助金請求書に領収書の写しを添付し提出してください。 

請求書提出後，補助金を指定の口座に交付いたします。 

※ＬＥＤへ交換する場合も，新規設置同様に防犯灯設置費補助金の書類を使用します。 


